
休日納税（相談）窓口

令和８年度から固定資産税の全期前納報奨金制度が廃止となります。

　町税の休日納税（相談）窓口を開設しますので、ご利用ください。
と　き　12月6日(土)・7日(日)　午前8時30分～正午、午後1時～5時
ところ　役場　収納課　※正面玄関は閉まっていますので、東側通用口からお入りください。
問合せ先　役場　収納課　内線120・122

個人事業税第２期分の納付をお忘れなく
　個人事業税第2期分の納期限は12月1日（月）です。
　第2期分の納付書は、8月にお送りした納税通知書に同封していますので、納期限までに
納付してください。
　なお、納付書を紛失された方は西尾張県税事務所へお問合せください。
問合せ先　西尾張県税事務所　課税第一課
　　　　　県民税・事業税第二グループ　☎0586（45）3279

　令和7年9月議会において、「大治町税条例の一部を改正する条例」が可決され、令和8年度から全期前納報
奨金制度が廃止となります。
●廃止理由
　全期前納報奨金制度（第1期の納期限までに全期分を一括納付された場合に、報奨金が交付される制度）は、
戦後の混乱した経済事情の中で、「税収の早期確保」と「納税意欲の向上」を図ることを目的として創設されまし
た。昨今では、社会情勢の変化によりコンビニ納付、地方税統一QRコードを始めとした電子決済など納税手段
が多様化したことで納税しやすい環境が整ったことや、納税者の意識向上により制度の目的は概ね達成された
と考えられます。こうした状況の中、本町の財政状況を鑑み本制度を廃止させていただくこととなりました。
●手続きのご案内

▲県HP

税を考える週間
　国税庁では、毎年11月11日から11月17日までを「税を考える週間」として、納税者等の
理解と協力を得られるよう、租税の役割や適正・公平な課税及び徴収の実現に向けた取組
について、集中的に広報広聴施策を行っています。
　詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

▲国税庁HP

問合せ先　役場　税務課　内線160・178

問合せ先　津島税務署　☎0567（26）2161

令和8年１月末までに金融機関に
口座振替廃止届出書を提出してください。

口座振替
で全期前
納となっ
ている方

令和8年１月末までに役場収納課に
納付区分変更届出書を提出してください。

●引き続き全期前納を希望する場合 手続きは不要です。

●期別納付への変更を希望する場合

●納付書払いを希望する場合

木造住宅耐震化補助事業のご案内
　昭和56年5月31日以前に着工した建物は、地震に対する安全性や耐震性が不足している可能性がありま
す。町では、住宅の耐震診断・改修等に対して下表のとおり補助制度を設けています。いつ発生するか分から
ない大地震に備えて、ぜひご活用ください。
　なお、全ての事業において、補助申請前に事業に着手すると補助の対象となりません。
　詳しくは、お問合せください。
問合せ先　役場　都市整備課　内線112

種類 対象 補助額

木造住宅
無料耐震診断

木造住宅
耐震改修

耐震シェルター
整備

木造住宅除却
（解体）

・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
・在来軸組構法または伝統構法（枠組壁構法（ツーバイフォー等）・木造
と鉄骨造などの混構造・鉄骨造・コンクリート造は除く）
・2階建て以下の戸建、長屋、併用住宅および共同住宅（借家を含む）
・現に人が住んでいる住宅

・耐震診断の結果、判定値１．０未満（地震で倒壊する危険性が高い）
と診断された木造住宅について、判定値１．０以上に補強する耐震
改修工事であること

・耐震診断の結果、判定値１．０未満であること

・耐震診断の結果、判定値０．４未満であること
・申請年の年度末時点で年齢が６５歳以上の方または身体障害者手
帳等の交付を受けた方が居住していること

無料

費用の80％の額
（上限120万円）

費用の3分の2の額
（上限20万円）

費用の2分の1の額
（上限30万円）

▲町HP
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